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※制限内容については別添の
「建築物の用途に関する制限表」 を参照

壁面の位置の制限
（Ａ ・ Ｂ地区）
(1)道路境界線から４ｍ
(2)隣地境界線から２ｍ
※道路境界線及びＣ地区に面
する部分については、敷地境
界線から３ｍを緑化帯とする。
ただし、この距離の限度に満
たない距離にある守衛所、そ
の他これらに類する安全上、
保安上やむを得ないもの、出
入口部分についてはこの限り
ではない。

垣又はさくの構造の制限
道路に面する部分の垣又は
さく
(1)生垣、高さ２．２ｍ以下の透
視可能なフェンス等（全地区）
(2)１．８ｍ以下の塀（Ｃ地区）
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